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弘

め

叶

丸

計
一

鉢′

唐
代
の

逃
戸

･

浮
客

･

客
戸
に

関
す
る

覚
書

中

川

撃

-

農
民
の

逃
亡

は

中
国
唐
代
に

か

ぎ

ら

れ

た

現
象
で

は

な

い

が
､

唐
代
の

社

食
経
済
史
的
性
蒋
を

考
え

る

と

き

に

は
､

こ

の

逃
亡
現

象
が

忽
諸
に

附

す
べ

か

ら

ざ
る

問
題
を

お

び

て

く

る
｡

逃
亡
の

規
模
は

､

武
周

期
に

｢

天

下
の

戸
口

の

亡
逃

､

半
ば

を

過
ぐ
+

(

膏
唐

喜
八

八

草
嗣

立

俸
)

と
か

､

妹
州
に

｢

創
商
の

通
逃

､

中

原
の

亡

命
､

二

千

飴

戸

有
り
+

(

同

九
二

張

凍
之

停
)

と
い

わ

れ
､

唐
朝
全
盛
期
の

玄
宗
開
元

中
に

も

｢

天
下
の

戸
版

け

ず

は

到
ら
れ

､

隠
れ

､

人
は

多
く

本
籍
を

去
り

間
里

に

浮

食
し
+

(

新

唐

音

二
二

四

宇

文

融
停
)

､

両
税
法
制
定
の

徳
宗
建
中

元

年
に

は

｢

浮
寄
は

乃

ち
五

分
の

二

有
り
+

(

通

典
四

〇

職

官
)

､

貞
元
初
年
に

は

江

南
で

｢

流
人

の

白
占
す
る

も
の

二

千

飴
戸
+

(

膏

唐

書
一

三
一

李

皐
俸
)

､

憲
宗
元

和
五

年
に

は

｢

農
桑
に

辟
せ

ざ
る

者
又

十
に

五

六

有
り
+

(

同
一

四

本

紀
)

､

元

▼も

和
十
四

年
の

関
内
追

洞
南
餅
長
源
郷
で

は

｢

蕾
と

四

百
戸

､

今
挽
か

に

百

飴
戸
+

お

な

じ

く

河

南
道
槻
郷
願
で

は

｢

三

千

戸
､

今
挽
か

に

千
戸
+

で

｢

其
他
の

州
願
も

大
卒
相
似
た
り
+

(

資
精

通
鑑
二

四
一

)

と

い

わ

れ

る

程
に

な
っ

た
｡

逃
亡

農
民
が

｢

盗
賊
+

と

な
っ

た

例
も

多
く

､

武
周

期
に

｢

或
は

山
澤

に

往
来
し
=

…
･
亦
自
ら

愚
俗
を

誘
勤
し

､

桐
患
を

為

す
に

堪

う
+

(

全

唐

文
二

四

六

李

幡
)

と
さ

れ
､

｢

専
ら

掠
略
を

以
て

業
と

鳥
す
+

(

前

掲

張

秀

之

侍
)

と
か

｢

浮
食
者
衆
く

又

人

財
を

劫
す
+

(

蕾

唐

書
八

九

款

仁

傑

俸
)

と
い

い
､

｢

今
諸
州
の

逃
走
戸

､

三

萬

徐
有

り
､

蓬
･

梁
･

果
･

合
･

逐

等
の

州
の

山
林
の

中
に

在
り

…

…
､

其
の

中
､

遊
手
惰
業
亡

命
の

徒
は

､

結
び

て

光
火
の

大
域
と

偽

り
+

(

全

店

文

二

一

一

陣
子

昂
･

上

萄

川

軍

事
)

､

さ

ら
に

開
元

中
の

河

南
道
仙
州
は

｢

逃
亡
の

蹄
す
る

所
､

頗
る

淵

叢
を

成
し

､

膏
と

劫
盗

多
く

兼
ね
て

宿
冠
有
り
+

(

居
合
要
七

〇

州

願

麿

置
上
)

､

河
東
追
耶
州
青
山
願
に

は

青
山
ま

た

の

名
を

黒
山

あ

り

｢

幽
探

険
紹
に

し

て

通
逃
の

薮
と

為
る
+

(

元

和

郡
鯨

岡

志
一

五
)

と

い

う

状

態

で

あ
っ

た
｡

唐
末

､

裏
甫
の

乳
の

と

き

｢

所
在
の

群
盗

､

半
ば

は

足
れ

逃

戸
+

(

通

鑑
二

五

〇

慈
宗

成

通
元

年
五

月

壬

申
)

､

黄

巣
の

乱
に

さ

い

し

て

は

｢

百

姓
流
浮

し

…

…

相
乗
り
て

盗
と

為
り

所
在
に

蜂

起

す
+

(

同
二

五

二

乾

符
元

年
)

お

よ
び

｢

東
南
州
府
頻
り
に

奏
す

､

草
賊
結
達
す
と

｡

本

と

走
れ

平
人
の

餞
饉
に

迫
ら
れ

之
に

腐
ら

れ
て

盗

を

為

す
+

(

曹

唐

書
一

九

下

億
宗

紀
)

こ

と

と
な
っ

た
｡

る 役 に

士 ･ 件 か

地 詞
(
う か

乗
〈
畿且餞

(

る

併且
､

饉工逃
亡
の

凌
生

原
因
と

し

て

は
､

第
一

に
､

水
災

･

辛
苦
と

そ

れ

､

第
二

に
､

異
民

族
の

侵
入

ま

た

は

内
乱
と

そ

れ

に

伴
う
兵

第
三

に
､

王

公
百

官
お

よ
び

豪
富
の

家
ま

た

は

悌
寺
等
に

よ

､

そ

し

て

第
四

に
､

官
吏
の

暴
政

､

と

く
に

鞄
逃
の

釦
を

あ

げ

得
る

｡

た

だ

し
､

王

船
山
が

｢

讃
通
鑑
論
+

省
一

一

三

唐
代
宗
廣
徳
二

年

▲U
)

で

論
じ
て

い

る

ご

と

く
､

｢

逃
亡
+

に

は
､

脱
税
の

た

め
に

戸

籍

上

逃
亡

お
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扱
い

.
に

す
る

よ

う
育
吏
と

共
謀
す
る

儲
性
逃
亡

が
ふ

く

ま

れ
､

か

れ

ら

は

背
吏
な
ど

の

も

と

に

随
戸
と
し

て

隠
匿
さ

れ

て

お

り
､

元
和
六

年
の

衡
州

(

6
)

で

は

隠
戸

一

高
餞
戸
が

検
出
さ

れ
た

｡

逃
亡
の

愚
生

原
因
は

愚
生

地
の

分
布
と

も

関
連
す
る

か

ら
､

つ

ぎ
に

逃

戸
の

優
生
地

な
い

し

逃
亡

先
を

主
に

十
道
筒
分
に

従
っ

て

地

域
別
に

概
観

し

よ
ゝ

つ
｡

ま

ず
周
遠
地

域
か

ら
み

る

と
､

河

朔
の

地
で

は
､

異
民

族
倭
人

と

水

害

(

6
)

に

よ

り

武
后
の

聖
暦
元
年
と

長
安
二

年
に

逃
亡
が

お
こ

り
､

河

東
道
で

は

前
述
の

ご

と

く

邪
州
青
山
燥
の

青
山
(

黒
山
)

が

通
逃
の

薮
と

な
っ

て

い

る
｡

陳
右
道
で

は

長

安
三

年
に

沙
州
の

逃
戸
が

甘
･

涼
･

瓜
･

粛
州
に

居

(

7
)

侍
し
て

い

る
｡

創
両
道
で

は
､

武
周
期
に

､

前
述
の

桃
州
で

二

千
徐
戸

､

お

な

じ

く

蓬
･

合
･

逐
州
に

果
州
(

山

南

道
)

梁
州
(

河

南

道
)

と

あ

わ

せ
て

三

高
餞
戸
の

逃
戸
が

､

或
は

土

豪
大
旗
の

も
と

に

俵
付
し

､

或
は

山

(

8
)

林
に

按
っ

て

｢

大
賊
+

と
な
っ

て

お

り
､

天
賓
中
に

は

液
州
に

｢

諸
州
の

逃
戸
が

多
く

此
に

投
じ

営
種
+

し

て

い

る

(

元

和

郡

麻

凰

志

三

三
)

｡

嶺

南
追
で

は

悟
完
膚
明

元
年
に

黄
典
の

乱
に

よ

り

廣
州
に

逃
亡
が

螢
生

し

て

い

る

(

菅

唐

書
一

九

下

本

紀
)

｡

つ

ぎ

に

揚
子

江

以

北
の

内
地

諸
道
を

み

れ

ば
､

閣
内
道
で

は
､

武
周

期

に

中
原
亡

命
の

民

が

桃
州
へ

流
出
し
て

い

る
こ

と

前
述
の

と

お

り
で

あ

る

(

9
)

が
､

開
元

十
年
に

は

慶
州
懐
安
騒
が

逃
戸
を

検
括
し

て

初
め
て

置
か

れ
､

同
二

十
四

年
に

は

岐
山
の

呂
均
が

家
に

無
数

の

逃

戸
を

か

く

ま
っ

て

お

(

1 0
)

り
､

そ
の

中
に

は

逃
亡
の

防
丁

も
ふ

く

ま

れ
て

い

る
｡

ま
た

穆
宗
長
慶
元

年
筋
骨
競

故
に

ょ

れ
ば

京
畿
請
願
の

磯
田

を

所
由
が

侵
隠
し

貧
戸
に

佃

食

さ

せ

た
こ

と

か

ら

流
亡
を

惹
起
し

(

全

唐
文

六

五

〇

元

損
)

､

同

州
の

近

河
の

請

願
で

は

砂
礫
に

よ

る

土
地

蒐
麿
と

豪
富
の

兼
併
に

よ

り

逃
亡

が

お

卯
〔
イ

∪

こ

っ

た

(

全

唐

文

六
五

一

元

瑛
･

同

州

奏

均

田

條
)

｡

河

南

道
で

は
､

前

記
の

仙
州
が

関
元
年
間
に

逃
戸
の

淵
叢
と

な
っ

て

い

る

ほ

か
､

開
元
二

十

五

年
に

は

陳
･

許
･

漁
州
で

還
逃
戸
に

屯
田

を

分
給
し

た

(

鮒

府
元

亀
五

〇
三

邦
計

部

屯

田

同

年

四

月

庚

戌

詔
)

｡

山
南
道
で

は
､

開
元
二

十
五

年

六

月
に

隋
州
居
城
騒
が

｢

客

戸
を

以
て

十
二

郷
を

編

成
+

さ

れ

て

い

る

(

唐

含
要
七

一

山

商

遣
､

太

平

寅
字
記

一

四

四
)

｡

貞
元

初
年
に

は

江

陵

府
の

東
北
で

流
人
二

千

饉
戸
が

自
首
し
て

い

る

(

膏

唐

喜
一

三

一

李

皐

俸
)

｡

前
掲
陳
子

昂
の

上

局
川
軍

事
に

あ

げ

ら

れ
た

果
州
は

山
南

道

に

屈

し
､

前

掲
開
元
二

十
五

年
四

月
庚
成

詔
の

責
州
は

港
南
道
に

屈
し

屯
田

を

還
逃
戸
に

分
給
し
た

｡

准
商
で

は

大
和
八

年
九
月
水
災
の

た

め

民

戸
が

流

亡
し

て

お

り
､

賓
際
に

流
出
し

た

も

の

も

ふ

く

ざ

れ
る

で

あ
ろ

う
(

菅

唐

書
一

七

文

宗

紀

下
)

｡

さ

い

ご

に

江

南
道
全
域
に

つ

い

て

み

る

と
､

衡
州
で

は

前
述
の

よ

う
に

元
卸
六

年
正

月
に

隈
戸

一

高
徐
戸
が

検
出
さ

れ

て

お

り
､

前
掲
文
宗
紀
に

よ

れ

ば

南
新

･

新
中
で

は

大

和
八

年
に

水
災
に

よ

る

逃
亡

が

あ

り
､

部
宗

の

成
通
四

年
七

月

別
に

よ

れ

ば

安
商
の

遠
隔
に

よ

り

前
述
の

ご

と

く

流
人

が

洞
･

渓
州
に

多
く

寄
寓
し

､

さ

ら

に

黄
巣
の

乳
に

よ

り

剤
南

･

湖
南
で

も

逃
亡

が

激
優
し
た

(

啓
唐
書

一

九

下

億

宗

紀
)

｡

以

上
､

逃
亡

･

逃
戸
の

地

域
別
分
布
の

特
徴
を

要
約
す
れ

ば
､

第
一

､

武
周
期
ま
で

は

周
遠
地

域
に

螢
生
し

た

記
事
が

大
牢
で

あ
り

､

中
原
以

外

の

内
地

･

江

南
諸
道
に

関
す
る

記
録
は

稀
少
で

あ
る

｡

第
二

､

閲
元

以

後

に

な

る

と
､

周
遠
地

域
の

記
事
が

減
少
し

て

内
地

諸
道
に

関
す
る

も

の

が

多
く

な
る

が
､

さ

ら
に

細

分
す
る

と
､

河

南
･

山
摘

･

創
商

･

惟
商
諸
道

一

触

僻

☆

､
一

塊
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幹
▲

ゆ

好

一

一

件

に

閲
す
る

記
録
は

玄
宗
以

後
･

徳
宗
以

前
に

集
中
し
て

お

り
､

憲
宗
以

後

唐
末
ま

で

の

も
の

は

揚
子

江

以

南
一

帯
に

偏
っ

て

い

る
｡

こ

れ

は

唐
朝
の

掌
握
地

域
の

時
期
的
塑
造
と

の

関
連
に

お
い

て

も

検
討
す
る

必

要
が

あ

ろ

(

1 1
)

ぅ
｡

第
三

､

逃
戸

･

客
戸
に

よ
っ

て

郷
･

願
を

編
成
し
た

こ

と

が

開
元

年

間
に

か

ぎ

ら
れ

て

い

る

の

は
､

う
｡

括
戸
政
策
に

つ

い

て

は
､

法
の

反
復
公
布
と

括
戸
政
策
+

き
且

つ

そ
れ

を

補
充
し
っ

つ

､

字
文

融
に

よ

る

括
戸
政
策
の

結
果
で

あ

ろ

拙
稿

｢

唐
代
に

お

け
る

均
田

法
･

租
庸
調

(

一

橋
研

究

九
･

一

九
六

二
)

に

も

と

づ

次
節
に

ま

と

め

て

み

た

い
｡

･
な

お
､

逃

戸
･

客
戸
に

つ

い

て

先

学
の

諸
研
究
か

ら

多
く
を

学
ば

せ

て

い

た

だ
い

た

が
､

研
究
史
の

展
望
は

稿
を

あ

ら
た

め
て

こ

こ

ろ
み

る

こ

と

に

し

た
い

と

思
う

｡

(

1
)

曹

唐
書

九
二

亘

源

俸
･

長

安
二

年
､

同
一

七

文

宗

紀

下
･

大

和

八

年
九

月
､

同
一

九

下

借
宗

紀
･

廣
明

元

年
｡

(

2
)

資

治

通
鑑
二

〇
一

高

宗
絶

章
元

年
冬

十

月
､

奮
唐
書

八
六

孝
敬

皇

帝

弘

俸
､

同

八

九

秋
仁

傑

俸
､

通
鑑
二

〇

七

則

天

后

聖

暦
元

年
冬

十

月
､

膏

唐

音
一

九
上

条

宗
紀
成

通
四

年
七

月

制
､

通
鑑
二

五

〇

故

宗

成
通
元

年
五

月
壬

申
｡

(

3
)

新

唐

書
五

一

食

貸
志

‥
水

微

年

間
､

膏
唐

書
八

九
次

仁

傑

俸
､

通
鑑
二

〇
七

則
天

后
久

蔵

元

年

秋

閏

月

庚

申
､

筋

府
元

毎
四

九
五

邦

計

部
田

制

天

賓
十

一

戟
十

一

月

乙

丑

詔
､

同

代

宗

貴

慮

元

年

四

月

勅
､

居

合
要
八

五

逃

戸
｡

以

上
は

乗
併
に

よ

る

逃
亡

畿
生

を

明

記
｡

兼
併
の

み

に

つ

い

て

は

膏

唐
苔
五

八

長

孫

順

徳

停
､

同
一

八

五

上

艮

吏
賓

敦
頓

停
､

同
一

〇

〇

慮

従

患

俸
､

新

居

書

五

二

食
貸

志
･

文

宗
､

等
｡

(

4
)

全

唐

文
ニ

ー

一

陳

子

昂
･

上

萄

川

軍

事
､

同

六

五

〇

元

模
｡

長

慶
元

年
筋

等
親
赦

｡

そ

の

他
､

揮
逃
の

弊
に

つ

い

て

は

次

節
に

述
べ

る
｡

(

5
)

鮒

府

元

亀

四

八
六

邦
計

部

戸

籍
､

居

合

要
八
五

定

戸

等

第
｡

(

6
)

啓

唐

書

九
二

頁

源

俸
､

同

八

九

秋

仁

傑

俸
､

通
鑑
二

〇
七

則
天

后

聖

暦

元

年
冬

十

月
｡

(

7
)

大

谷

文

書

第
二

八

三

五

軍
内

藤

乾

吉

｢

西

域

畿

見

唐

代

官
文

書
の

研

究
+

(

西

域
文

化

研

究

禽

編

｢

西

域

文

化

研

究

第

三
･

敦

塩

吐

魯
番

社

食
経

済

資

料
･

下
+

一

九

六

〇
)

所

引
に

よ

る
｡

(

8
)

全

唐

文

前

掲

陳
子

点
･

上

局

川

軍

事
第
二

｡

徐
鵬
校

｢

陳
子

昂

集
+

(

中

華
書

局
､

上

海
､

一

九

六

〇
)

は

梁

を

渠

(

山

南

道
)

に

作
る

｡

一

七

四

頁
｡

(

9
)

元

和

郡
願

囲

志
三

､

太

平

簑
字

記
三

三
､

酉
唐
書

三

八

地

理

志
｡

(

1 0
)

ペ

リ

オ

文

書

第
二

九

七

九

兢

｢

開
元

二

四

年
九

月

郁
願

尉
×

励

咤

列
等

案

残
巷
+

岐

山

呂

障
匿

防

丁
王

件

牒

間
第

升
一

｡

本

資
料

は
､

池

田

漁

民
の

謬

稿

と

菊

池

英
夫

氏
の

講

讃
に

よ

る

六

朝

隋

唐
五

代

研
究

含
で

の

討
論
に

負
う

｡

記

し
て

感

謝

し
た
い

｡

(

1 1
)

例

え

ば

陳

寅

烙

｢

唐
代

政

治

史

述

論
稲
+

(

一

九

五

六
)

参

照
｡

○

な

お
､

文

宗

期
の

記

事
(

唐
語

林
四

･

豪
爽
)

に

｢

邑

人

健

鯛
､

渡

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

江

過
准

者

衆
､

圭

吏
啓
日

､

戸
口

逃
亡

不

少
｡

+

と

あ

る

の

も
一

考

を

要
す

る
｡

二

イ

⊥

逃
戸
を

槍
拝
し

て

戸
籍
上
に

再
掌
握
す
る

括
戸
政
策
に

つ

い

て

要
言

す

朗
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れ

ば
､

武
周
期
に

は

李
痛
が

､

隣
保
に

よ

る

相

互

監

視
(

禁
令
)

､

租
賦

滞
納
分
の

免
除
(

恩

徳
)
､

無
産
者
の

寄
寓
地

定
住
の

許
可
(

権

衡
)

､

百

日

間
の

自
首
猶

線
(

制

限
)

の

四

原
則
を

と

な

え
､

権
衡
以

外
の

三

原
則

は

貴
行
さ

れ

た
｡

こ

の

時
期
の

政
策
基
調
は

本
貸
地

送
還
主
義
で

あ
っ

た

が
､

玄
宗
期

､

字
文
融
に

よ

り

寄
寓
地

附
寿
主
義
が

採
用
さ

れ

(

権

衡
の

賓
現
)

､

｢

逃
戸
+

の

う
ち

木
賃
に

辟
還
し

た

も
の

は

｢

遠
逃
戸
+

と

な
る

ほ

か

に

寄
寓
地

で

附
籍
さ

れ
て

｢

客
戸
+

と

な
る

こ

と

が

合

法
化

さ

れ

た
｡

一

方
､

李
暗
の

禁
令
策
は

後
退
し

､

逆
に

逃
戸
の

未
納
租
賦
を

隣
現

に

よ

り

代
納
さ

せ

る

飴
逃
の

弊
害
が

い

ち

じ

る

し

く

な
っ

た

た

め
､

玄

宗

以

後
唐
末
ま
で

の

逃
戸
封
策
の

一

中
心

は

撫
逃

禁
止

令
と

な
っ

て

あ

ら

わ

れ

て

く
る

｡

撫
逃
禁
止

令
は

､

閲
元

九

年
二

月
丁
亥
の

科

禁
諸
州
逃
亡

制
(

全

唐

文

二

二
､

筋

府

元

亀
六
三
)

を

は

じ

め
､

天
賓
八

年
正

月

勅
･

同
十

四

年
八

月
制

･

至
徳
二

年
二

月

勅
･

乾
元
三

年
四

月

勅
･

大
暦
元

年
制
(

唐
含
要

八
五

逃

戸
)

､

元

和
十
四

年
八

月

李
樹
上

言
(

資
治

通

鑑
二

四
一

)

､

長
屋

二

年
四

月

同
(

資
治

通

鑑
二

四
二

､

膏
唐

書
一

七
一

李

潮

侍
)

､

成
通
十

三

年
六

月
中
書
門
下
奏
言
(

膏

唐

書
一

九

談

宗

紀
)

等
､

頻
繁
に

蜃
せ

ら

れ
て

お

り
､

免
逃
の

弊
が

根
づ

よ

く

滴

浸
し
て

い

た

こ

と

を

も

の

が

た

る
｡

そ
の

大
き

な

原
因
は

州
別
見
な

ど

地

方
官
の

成
顧
が

戸
口

数
の

多
少

(

1
)

に

よ
っ

て

評
定
さ

れ
る

た

め

で

あ

り
､

逃
亡

が

蔑
生

し
て

も
地

方

官
は

戸

籍
か

ら

削
除
せ

ず
に

そ
の

逃
戸
に

か

か

る

租
賦
を

隣
親
の

者
に

代
納
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で

開
元
二

十
六

年
七

月
勅
に

よ
っ

て
､

従
来
は

所
舶

の

州
で

年
末
に

記
録
し

て

い

た

戸
口

調
査

方
法
を

改
め

､

探
訪
優
に

ょ

る

(

2
)

監
査
を
お

こ

な

う
こ

と

に

し

た
｡

こ

の

方
法
は

天
賓
八

載
正

月

勅
に

継
承

さ

れ
､

探
訪
使
と

所
由
の

検
査
の

も

と

に

｢

虚
掛
丁

戸
+

た

る

逃
戸
は

戸

出
っ

J

籍
か

ら

削

除
さ

れ
る

た

て

ま
え

と

な
っ

た

(

唐
骨
要
同
)

｡

か

く

し

て

法
制
上

､

逃
戸
は

逃
亡
期
間
中
の

租

賦
を

､

そ

れ
が

す
で

に

隣
親
に

よ

り

代
納
さ

れ

て

い

て

も

返
済
義
務
を

免

除
さ

れ
る

こ

と
に

な
っ

(

3
)

た

が
､

賓
際
に

は
､

地

方

官
に

よ

る

不

法
徴
収
が

あ

と

を

冠
た

ず
､

つ

い

に

粛
宗
乾
元
二

一

年
に

は
､

逃
戸
の

田

宅
を

官
が

粗
賃
租
佃
し

て

そ
の

収
入

を

粗
賦
に

あ
て

る

と
い

う
方
法
が

と

ら
れ

､

憲
宗
も
こ

れ

を

出
承
し

､

そ

.
(

4
)

の

田

産
を

以
て

し

て

も

不

足
の

分
は

免
除
す
る

こ

と
と

な
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

逃
戸
未
納
検
分
を

免
除
し

､

棄
耕
地
を

官
に

よ

り

保
管
し

て

自
首
節
還
を

ま
つ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

ま

た
一

方
で

は
､

官
職
田

･

屯

田
･

荒
閑
田

･

あ
る

い

は

王

公
百
官
豪
富
の

限
度
以

上
の

庄
田

(

す
な

わ

(

5
)

ち

籍

外

剰

田
)

な

ど
を

辟
逃
戸
に

給
興
す
る

､

と

開
元

以

東
呼
び

か

け
つ

づ

け

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

蹄
遥
は

思
う
よ

う
に

は

賓
現
せ

ず
､

白

市
獅
漁
期
問
を

し

だ
い

に

延

長
せ

ね

ば

な

ら
な

く
な

る

と

同
時
に

､

逃
戸

部
桝
地

を

も

虞
分
す

る

よ

う
に

な

る
｡

す
な
わ

ち

制
限
策
と

し
て

の

自
首

折
線
期
間
は

､

李
幡

･

字
文
融
の

と

き
に

は

百
日

間
と

さ

れ

て

い

た

が
､

開
元
二

十
四

年
に

は
一

年
間
と

な

り
､

武
宗
禽
昌
元
年
に

は
二

年
間
と

な

(

6
)

り
､

宣
宗

･

繋
宗
に

い

た
っ

て

は

五

年
間
に

延
長
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

自
首
猶
漁
期
間
は

逆
に

言
え

ば

逃
戸
棄
耕
地
の

占
有
権
移
譲
の

期
限
で

あ
る

｡

代
宗
大
暦
元
年
制
(

泄

府
元

亀
四

九

五

邦

計

部

田

制
)

に

よ

れ

ば
､

白
分
の

田

宅
を

責
却
し
て

失
っ

た

農
民

は

丁

口

数
に

應
じ
て

逃
死
戸

の

田

宅
を

給
興
さ

れ

る

こ

と

と

な

り
､

こ

こ

に

逃
戸
田

宅
保
管
の

原
則
が

く

ず
れ

は
じ

め
､

武
宗
の

と

き

に

な
る

と
､

二

牛
た
っ

て

婦
道
せ

ね

ば

そ

の

棄
耕
地
は

承
佃
者
に

輿
え

､

公
験
を

付
し
て

私

有
の

永

業
田

と

す

る

瑞

ふ
･

や

吋

七
ヽ

俄
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書

よ
叩

幹

甘

紬
ノ

轟
.書

(

前
掲

合
昌

元

年
正

月

別
)

に

い

た

り
､

宣

宗
お

よ
び

髭
宗
の

と

き

に

は

そ

の

期
限
が

五

年
に

延
長
さ

れ

る

の

で

あ

る

(

前

掲

大

中
･

成
通

繭

年

中

の

制

勅
)

｡

と
こ

ろ
で

､

そ
の

｢

承
佃
+

者
は

右
の

成
通
十

一

年
七

月

十

九
日

勅
(

唐
曾

要

同
)

で

は

五

年
た

て

ば

｢

佃
圭
+

に

さ

れ
､

同
じ

く

大

中
二

年
正

月
制
で

は

｢

鄭
人

及
び

無
田

産
人
+

が

こ

れ
に

嘗
る

と

さ

れ

て

お

り
､

そ
の

保
讃
人

と
し

て

は

｢

郷

村
老
人

と

所
由
井
び

に

鄭
近

等
+

が

あ

げ

ら

れ
て

い

る
｡

(

1
)

居

合

雲
雀
八

五

逃

戸
･

天

質
八

載
正

月

勅
､

膏

唐

書
一

〇
五

字

文

融

侍
.

筋

府

元

亀
四

八

六

戸

籍
･

元

和
六

年
二

月

制
｡

な
お

陸

蟄

の

貞
元

元

年
南

郊

大

赦

天

下

制

(

唐

大

詔

令
集
六

九
)

に

よ

れ

ば
､

墾
田

数
が

評

定

規

準

と

さ

れ
て

い

る
｡

(

2
)

居
合
要

八

五

逃

戸
･

閲
元

二

十

六

年
七

月

勅
+

憲

宗
の

と

き

観

察
便
に

よ

る

(

元

和

六

年
二

月

制
)

｡

(

3
)

唐
大

詔

令

集
一

二
田

貞
･

開

元
二

四

年
正

月

聴
逃

戸

辟

首

勅

に

｢

其

本

質
膏

有

産

業

者
､

一

切

令
遺

､

若

先

無

者
､

具

戸

数

間

奏
､

嘗

別

有

虞

分
+

と

あ

り
､

有

産

者

は

本

紫

地

迭

還
､

無
産

者

は

寄

寓

地

附

発

と
さ

れ

た
｡

李

崎
の

権

衡

策
の

茸

現
だ

が
､

こ

の

よ

う

に
.

｢

遺

逃

戸
+

と
は

本

貴
に

田

産

を

も
つ

者
を

さ

す
｡

そ

の

逃

亡

中

の

租

賦
が

親

猫
に

よ

り

代

納
さ

れ

て

い

て

も

返

済

義

務
は

免
除

さ

れ

た
こ

と
､

居

合
要
八

五

逃

戸
･

天

賓
八

載
五

月

勅
､

同
･

十

四

載

八

月

制

を

参

照
｡

蹄
遠

後
の

一

定

期

間

は

租

賦
を

免

除
さ

れ
､

そ

の

期

間

は

天

賓
十

一

載
十

一

月

乙

丑

詔

(

肪

府

元

亀
四

九
五

田

制
)

で

は

一

年

間
､

大

層
元

年
制

(

筋

府

元

亀
岡

･

鷹

合
要
同
)

で

は
二

年

間

で
､

恩

徳

策
の

優

展
と
い

え

る
｡

逃

戸
の

う
ち

無
産

に

し

て

寄

寓

地

で

附
籍
さ

れ

る

も
の

は

客

戸
で

､

字

文

融
の

と

き

｢

其

新

附

客

戸
､

則

免

其
六

年
既

調
､

但

軽

税

入

官
+

(

通
典
七

厘

代

盛

衰

戸

口
､

菖

唐
書

一

〇
五

宇
文

融

俸
)

と
さ

れ

特

待

期

間
は

六

年

間
で

あ

る

が
､

こ

れ

に

は

周

知
の

ご

と

く

諸

説

が

あ
る

｡

(

4
)

前

掲
乾

元

三

年

四

月

勅
､

元

和
十

四

年

八

月

李

樹

上

言
､

長

慶

二

年
四

月

同
､

曹

唐

吾
一

七
一

李

潮

俸
■.

合

昌

元

年

正

月

制
｡

逃

戸

棄

耕
地

の

官

に

よ

る

粗

佃
ほ

､

す
で

に

武
后
の

長

安
三

年
に

敦

塩
で

お

こ

な

わ

れ

て

い

た

(

前

掲

大

谷

文

書
二

八

三

五
)

｡

(

5
)

書
店
書

八

玄

宗

紀
上

･

開

元
十

年

春
正

月

戊

申
､

新

府
元

毎
七

〇

帝
王

部
務

具
･

開

元

十
二

年
六

月

壬

辰

詔
､

唐
大

詔

令
集

一

一

一

田

虫
･

置

勧

農

使

安

撫

戸
口

詔
､

筋

府

元

亀
五

〇
三

屯
田

･

開
元

二

十

五

年

四

日

庚

戌

詔
､

前

掲

天

賓
十

一
載

十
一

月

乙

丑

詔
｡

(

6
)

居

合

要
八
五

逃

戸
､

全

居

丈
二

二

元

宗
･

科

禁

諸

州

逃
亡

制
､

新

府

元

毎
六
三

尊

既

令
･

開

元

九

年
二

月

丁

亥
､

前

掲

合

昌
元

年

正

月

制
､

大

中
二

年
正

月

制
､

成

通

十
一

年

七

月

十

九
日

勅
｡

三

相
つ

ぐ

農
民
の

逃
亡
と

､

そ

れ

に

よ

る

徴
税
成
績
の

低
下
を

お

そ

れ
る

州
刺
史
等
地

方
官
の

不

法
徴
税

(

雄
逃
)

の

蔓
延
と

い

う
大

勢
に

､

唐
朝

政
府
は

譲
歩
を

飴
儀
な

く

さ

れ
､

逃
戸
棄
耕
地

を

｢

鄭
人

及
び

無

田

産

人
+

に

｢

承
佃
+

さ

せ
､

か

れ

ら

を

｢

佃
主
+

に

す
る

方

向
で

農
民

把
握

を

維
持
し
ょ

う
と

す
る

が
､

こ

こ

に

も

矛
盾
が

伏
在
し

て

い

た

と

思
わ

れ

る
｡

り

J

ま

ず
｢

隣
人
+

と

い

う
ば

あ
い

､

そ
こ

に

土

豪
も

ふ

く

ま
れ

得
る

こ

と

誕
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は
､

代
宗
賓
應
元
年
五

月
十
九
日

勅
に

｢

逃
戸
の

辟
せ

ざ
る

者
､

宮
戸
の

粗
賦
は

徹
す
る

を

停
め

､

隣
親
の

高
戸
に

率
取
す

る

を

得

ず
+

(

鮒
府

元

亀
四

九

五

邦

計

部

田

制
､

唐

合

要
八

五
)

と

あ

る

こ

と

か

ら

推

察
さ

れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

代
宗
の

と
き

よ

り
一

層
土

地

兼
併
の

す
す
ん
だ

庸
末

の

繋
宗
期
に

所
謂
｢

郷
村
老
人

と

所
由
井
び

に

鄭
近
等
+

の

｢

鄭
近
+

が

｢

隣
親
高
戸
+

を

意

味
し
て

い

た

可
能
性
は

大
で

あ

る
｡

か

か

る

鄭
近
と

郷
村
老
人
と
い

う
も
の

の

も
つ

､

地

域
社
合
に

お

け

る

規
制
力
は

今
後
解

明

す
べ

き

研
究
課
題
と

な

る

が
､

こ

の

よ

う
な

い

わ

ば

土

豪
的
勢
力
と

所

由
(

官

吏
)

と

が

協
同
し

て

逃
戸
の

戸
口

調
査
と

棄
耕
地

の

承
佃
に

介
入

す
る

､

と
い

う
あ

り

か

た

に

は
､

中
国
史
の

内
在
的
理

解
の

た

め
の

重

要

(

1
)

な

手
が

か

り

が

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

州
刺
史
や

郡
牒
の

長
官
に

一

任
し
て

い

た
の

で

は

逃
戸
の

槍
括
と

匁
逃
の

禁
止

を

期
し

難
く

､

新
た

に

中
央
か

ら

括
逃
探
訪
使

･

勾
嘗
粗
庸
地

検
乗
覆
田

使
･

勧
農
使

･

観
察
便
等
が

改

造
さ

れ
､

判
官
と
.

地

方
の

所
由
を

通
じ
て

農
村
社
食
に

介
入
し

て

く

る

こ

(

2
)

と

と

な
っ

た
の

で

あ
る

が
､

諸
侯
に

封
す
る

所
由
と
て

､

土

豪
的
勢
力
を

離
れ

て

は

行
動
で

き

な
い

こ

と
､

刺
史

･

願
令
に

お

け
る

ば

あ

い

と

同

様

で

あ

ろ

う
｡

そ
こ

に

は
､

官
吏
と

豪
族
と
の

癒
着
と
い

う
矛
盾
が

よ
こ

た

わ
っ

て

い

る
の

で

あ
る

｡

土

地

兼
併
の

進
行
が

均
田

制
を

動
揺
さ

せ

て

い

た

天
資
十

一

載
の

十
一

月
乙

丑

詔
に

よ

れ

ば
､

王

公
百
官
お

よ

び

豪
族
の

令
式
規
定
額
以

上
の

庄
田
を

官
収
し

て

｢

復
業
並

び

に

無
籍
貫
の

浮
逃
人

に

特
給
+

し
､

な

お

陰
り

有
れ

ば

｢

簿
帳
を

明

立

し
､

且

つ

官

収

租

佃

し
､

官
人

親
識

･

工

商

富
豪

･

乗
併
の

家
に

軌
給
す

る

を

得

ず
+

(

新

府

元

亀
四

九
五

邦
計

部

田

制
)

と

し
て

い

る

ご

と

く
､

官
人

親
職

･

工

商
富

豪
･

兼
併
の

家
は

一

括
し
て

問
題
に

さ

れ
て

い

る
｡

唐
末

､

長
慶
四

年
の

杭
州
で

は
､

鏡
塘
湖
に

お

い

て

｢

田

戸
が

多
く

所
由
と

計
合
し

､

湖
水
を

由っ

J

盗
洩
し

､

以
て

私
田
を

利
す
+

(

全

唐

文

六

七

六

白

居

易
･

鏡
塘

湖

右

記
)

と

い

わ

れ
､

前
述
の

ご

と

く
元

和
六

年
の

衡
州
で

は
､

所
由
の

院
頼
し

た

隠
戸
が

一

高
徐
戸
も

検
出
さ

れ

て

い

る
｡

つ

ぎ

に
､

逃
戸
棄
耕
地

を

｢

鄭
人

及
び

無
田

産
人
+

に

承
佃
さ

せ

る
､

と
い

う
ば

あ
い

の

｢

無
田

産
人
+

で

あ
る

が
､

こ

れ

に

は

｢

浮
客
+

も

ふ

く
ま

れ

る
｡

す
な

わ

ち

廣
徳
二

年
四

月
勅
(

筋

府

元

毎
四

九
五

田

制
)

に

も

え

｢

如
し

浮
客
の

編
附
を

情
威
し

逃
人
の

物
業
を

射
ん
こ

と

を

請
う

者
有
ら

す

な

わ

よ

ば
､

便
ち

式
に

准
り

丁

口

に

操
り
て

給
授
せ

よ
+

と

あ

り
､

永
黍
元

年
五

月

制
(

同
七

〇

務

負
)

に

｢

其
の

逃
戸
の

復
業
し

及
び

浮
客
の

編

附
を

情

願
す
る

者
は

､

州
牒
の

長
吏
の

親
就
存
撫
を

仰
げ
+

と

い

う
ご

と

く
で

あ

る
｡

他
郷
か

ら

逃
亡

し

流
移
し

て

き

た

｢

浮
客
+

に

は
､

｢

遠

逃
戸
+

と

同
じ

扱
い

で

逃
戸
薮
耕
地

や

槍
括
し

た

籍
外
剰

田

等
を

給

授
す

る

が
､

｢

人
の

役
を

逃
れ

る

者
､

多
く

間
旦
に

浮
寄
す

｡

願
､

其
の

名
を

収
め

､

之
を

客
戸
と

謂
う
+

(

全

唐

文
三

七
二

柳

芳
･

食

貸

論
)

と

い

う
よ

う
に

｢

客
戸
+

と

し
て

願
に

登
録
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

国
家
権
力
の

側

で

は

A

地
の

逃
戸
棄
耕
地

を

A

地

の

｢

鄭
人

及
び

無
田

産
人
+

と

｢

遠

逃

戸
+

お

よ
び

B

地
か

ら

流
寓
し

て

き

た

｢

浮
客
+

の

｢

客
戸
+

他
に

よ
っ

て

維
持
し

ょ

う
と

悪
因
す
る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

徴
税
補
完
的
な

循
環
過

程
か

ら

逸
脱
し

た

も
の

が
､

私
的
な

客
戸

･

浮
客
と

し
て

多
数
存
在
す
る

こ

と

に

な

る
｡

な

｢

浮
客
と

は
､

公
祝
を

避
け

強

豪
に

依
り

て

佃

家

と

作
る

も

の

也
+

(

通

典
七

食
貸
丁

中
･

杜

佑

註
)

と
い

わ

れ

る

浮
客

､

あ

る

い

は

｢

王

公

こ

の

ご

ろ

百
官
及
び

富
凌
の

家
は

､

此
､

庄
田

を

置
き

､

諮

に

春
併
を

行
い

･

､

や

ふ

噛

付

一

触

一ヽ



( 7 5 ) 研 究 ノ ー ト

β卓∂

一

紙

妙

計

計
一

絆

と

ど

乃

ち

別
に

客
戸
を

停
め

､

其
を

し
て

個
食
せ

し

む
+

(

新

府

元

亀
四

九

五

田

制
･

天

賓
十

一

載
十

一

月

乙
丑

詔
)

と
い

わ

れ

る

客
戸
の

､

存
在
の

場

は
､

官
僚

二
象
族
の

荘
園
で

あ
る

が
､

こ

の

許
園
の

畿
展
を

さ

さ

え
る

も

の

と
し

て
､

さ

き

に

み

た

官
僚
機
構
の

地

方
末
端
と

豪
族
的
地

方

勢
力
と

の

癒
着
的
重

合

関
係
を

考
え
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

の

非
合
法
な

関
係
を

(

3
)

維
持
す
る

要
員
と

し

て

｢

遊
客
+

が

あ
り

､

直
接
生

産
に

た

ず
さ

わ

る

私

的
な

｢

浮

客
+

｢

客
戸
+

と

と

も

に
､

国
家
秩
序
の

側
か

ら

は

憂

慮

す
べ

き

存
在
と

し

て

指
揮
さ
れ

る

の

で

あ

ろ

う
､

と

考
え

ら

れ

る

が
､

す
で

に

規
定
の

紙

幅
の

蓋
き

た
こ

の

覚
書
で

は
､

右
の

指
摘
だ

け
に

と
ど

め

て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

(

1
)

本

稿

を

こ

の

よ

う
な

方

向

で

ま

と

め

る

に

あ
た
っ

て
､

私

は
､

檜

淵

龍

夫

先

生
の

諸

論

文
お

よ

び

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

に

お

け
る

御
叱

正
の

数
々

に

み

ち
ぴ

か

れ

た

こ

と

を
､

深

く

感

謝

す
る

も

の

で

あ

る
｡

(

2
)

■
括

逃

諸

侯
の

こ

と

は

前

掲
拙

稿
に

よ

る
｡

所

由
の

語

義
に

関
し

て

は

古

賀
登

氏
か

ら

も

教
示

を

得

た
じ

な
お

諸

矯

激
次

｢

大

頭

和

都

典
+

は

所

由

を

｢

州

牒
の

官

吏
｡

地

方
の

小

役

人
｡

+

と

し

所

由

官

を

｢

唐
代

､

府

牌

官

を
い

ふ
｡

事
は

必

ず

其
の

手
を

経

由

す

る

義
｡

+

と

す
る

｡

諸

侯
と

所

由

と
の

闇

係
に

つ

い

て

は

な

お

検

討
の

餞
地
が

大

き
い

｡

(

3
)

｢

遊

客
+

の

語

は
､

全

唐

文
二

一

一

陳
子

虎
･

上

馬

川

軍

事
に

｢

局

州
百

姓
､

所

以

逃

亡

者
､

賓
縁

官

人

食

暴
､

不

孝

開

放
､

典

吏

0

0

遊

客
､

因

此

侵

漁
､

剥

奪

眈

深
､

人

不

堪

命
､

百

姓

失

業
､

因
即

逃

亡
｡

+

と

あ

り
､

同

書
六

五

〇
元

積
･

長

慶

元

年

筋

専

既

赦
に

和

擢

の

利
に

つ

き

｢

美

利
壷

蹄
於

圭

掌
､

善

債
不

及

於

村

問
､

或

虚

招

以

0

0

奉

於

強

家
､

或

廣

俄

用

資
於

済

客
｡

+

と

あ

り
､

居

合
要
八
二

休

慣
･

0

0

帝
宗

太

極

元

年

四
月

勅
に

は

｢

遊

客

官

人

子

弟
､

勒

遥

本

質
､

十

日

外

杖
一

百

…

…
｡

+

と

あ

る

ほ

か
､

管

唐

書

九
一

張

束

之

停
､

同
一

四
一

張

茂
昭

博
な

ど

に

み

ら

れ

る
｡

(

一

九

六
三

･

五
･

二

〇
)

(

一

橋
大

学

大

学

院

畢
生

)




